
 

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 

 埼玉新都市交通株式会社行動計画 

 

女性の採用を増やし、男女問わず仕事と家庭生活を両立しながら能力を十分に発

揮できる職場環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 ２０２６年 ４月 １日 ～  ２０２９年 ３月３１日まで 

２．内   容 

 
＜取組内容＞ 

２０２６年６月～ 採用HPや会社説明会において、女性社員の活躍事例や働き方を積極的に紹介

する。 

２０２６年７月～ 女子学生を対象とした職場見学会を、期間中１回以上開催する。 

                ⇒学校訪問や会社説明会の機会を活用し、職場見学会への参加を積極的に勧奨する。 

 
 

 

＜取組内容＞ 

２０２６年５月～ 主要会議において、管理職に対する育児休業制度の周知を継続して実施する。 

２０２６年５月～  一般社員に対し、育児休業制度に関する情報を定期的かつ継続的に周知する。 

 

 

 
＜取組内容＞ 

２０２６年５月～ フレックスタイム制度を活用し、特定時間帯（１８時以降）の勤務時間を２０％

削減する。 

２０２６年5月～ 制度の周知と運用改善を行い、利用しやすい環境づくりを進める。 

＜取組内容＞ 

２０２６年 ５月～ 社内会議において「ファミリーデー」の実施内容（開催時期、対象者、実施方法等を

検討する。 

２０２６年度〜   ファミリーデーを実施し、実施結果を踏まえ継続的な実施を検討する。 

     【女性の活躍の現状に関する情報公開】 

      ①男女の賃金の差異（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

        全労働者 正社員 準社員 

男女の賃金の差異 ４９.６％ ７７.６％ ９８.５％ 
       対象期間: 2025年度（2025年4月1日から2026年3月３１日まで） 

賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 

正社員:出向者を除く。 

      ②管理者に占める女性の割合 ・・・・・・  ０％ 

掲載日 ２０２６年５月１日 

目標１：採用者に占める女性比率を２０％以上にする。（次世代・女性） 

目標４：子どもが、保護者である労働者の働いているところを実際に見ること

が出来る「ファミリーデー」を開催する。（次世代） 

目標２：育児休業取得対象となった男性社員の取得率を５０%以上とする。

（次世代・女性） 

目標３：フレックスタイム制度が適用可能な部所において、利用率１００％を

目指す。（次世代・女性） 
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